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白井市清水口認定こども園運営事業者募集に係る質問及び回答 

 

 質問事項 質問内容 回答 

１ 施設整備 年間の修繕に係る費用は、

現状市の予算としてどの程度

を見込んでいますか。 

 

 施設及び設備の修繕に係る

予算として、令和８年度は、

700,000円を計上しています。 

２ 施設整備 清水口保育所の施設調書

（施設概要、建物概要、耐用年

数、施設の管理運営経費、大規

模修繕履歴老朽度・危険度、維

持管理経費に関する情報）を、

開示いただけないでしょう

か。 

令和元年に作成している施

設カルテ（施設概要、維持管理

等に関するコストなどをまと

めたもの）をホームページで

公表しています。現在、更新作

業をしており、今年度中に更

新後のカルテを公表する予定

です。質問９番の回答も参照

してください。 

【市ホームページ】 

 

３ 施設整備 移管後に早期の修繕が見込

まれる部分については、引継

ぎ保育期間中に協議の上、市

側の負担で修繕や入れ替えを

お願いする事は可能でしょう

か。 

運営移管後に早期の修繕が

見込まれる部分の修繕は、原

則として、運営移管後、必要性

が生じたタイミングで運営事

業者に実施していただくこと

を想定しています。ただし、運

営移管前に直ちに修繕を実施

する必要が生じた場合は、市
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 質問事項 質問内容 回答 

が運営移管前に実施します。 

４ 施設整備 本園舎は平成１４年度に大

規模修繕はありましたが、築

５０年となりますので、一定

程度の老朽化が伺えました。 

移管後運営が安定した５年

程度を目安に、就学前教育・保

育施設整備交付金を活用し

た、改築または大規模修繕の

実施は可能でしょうか。 

国の補助制度や補助対象経

費の範囲内で支援を行うこと

を予定しています。内容や補

助金額、実施年度については、

市と運営事業者の協議により

定めることとします。 

５ 定員 将来的な少子化や今後の保

育ニーズの変化に対応するた

め、開設時だけでなく、継続的

に実員や地域需要に応じた利

用定員の設定の相談は可能で

しょうか。 

可能です。 

６ 職員の配置 現状の清水口保育所の会計

年度職員の方の人数をご教示

いただけますか。 

職種別（保育士、看護師、栄

養士、調理員、事務員、保育補

助等）と常勤・非常勤の別でご

回答いただけますと幸いで

す。 

 

別紙１「令和８年度清水口

保育園人員配置状況表」を御

確認ください。 

７ 職員の配置 保育所型もしくは幼保連携

型を検討するにあたり、上述

の会計年度職員の保育士の

別紙１「令和８年度清水口

保育園人員配置状況表」を御

確認ください。 
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 質問事項 質問内容 回答 

内、幼稚園免許保有人数をご

教示いただけますか。 

８ 移管準備 引継ぎに必要な人員は、運

営事業者において確保するこ

と。と記載がありますが、令和

９年度の引継保育の予算計上

はございますでしょうか。 

原則として、運営事業者の

費用負担により引継ぎを行っ

ていただきます。 

 なお、運営事業者選定後、引

継ぎの方法や期間に応じた支

援を検討する場合がありま

す。 

９ 建物の修繕

履歴につい

て 

本園舎及び別棟について、

建築士等による専門的な見解

を示す書類、もしくは判断材

料となり得る建物状況調査報

告書や過去の修繕履歴（屋上、

防水、外壁、給排水設備、電気

設備等）があればご教示くだ

さい。 

令和３年度策定の白井市公

共施設個別施設計画４ページ

に劣化状況評価を記載してい

ます。ホームページで公表し

ていますので、ご参照くださ

い。【市ホームページ】 

 

 また、令和６年度に文部科

学省の解説書に基づいた構造

躯体以外の劣化状況評価を実

施しており、白井市公共施設

個別施設計画（令和８年改訂）

に掲載する予定です。（改訂版

は、令和８年５月中にホーム

ページで公開予定です。） 

 なお、劣化状況評価実施後、
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 質問事項 質問内容 回答 

屋上部分等のシーリング工事

及び外壁補修工事を実施して

おります。 

 過去の主な修繕履歴につい

ては、別紙２「清水口保育園施

設、設備の修繕等の状況」を参

照してください。 

１０ 耐震診断に

ついて 

昭和５３年建築部分につい

て耐震診断の実施状況及び結

果があればご教示ください。 

平成１１年に耐震診断を実

施しております。 

【耐震診断結果（2次診断）】 

Ｉｓ値 0.97 

１１ 今後の更新

方針につい

て 

当該施設について、公共施

設等総合管理計画や個別施設

計画等における今後の更新方

針があればご教示ください。 

今後の施設改修や建替につ

いては、運営事業者が実施す

ることを想定しています。保

育理念等を反映した改修等が

行えるよう、市が具体的な方

針等を定める予定はありませ

ん。 

 質問４番の回答も参照して

ください。 

１２ 建替え・増築

の可否につ

いて 

将来的な建替えまたは増築

について、敷地内での実施の

可否及び市の考え方があれば

ご教示ください。 

現時点で具体的な市の方針

等はありません。建替、増築に

当たっては、内容や方法につ

いて市と協議した上で実施し

ていただくことになります。 

１３ 現在の利用

率について 

直近３年間の利用率をご教

示ください。 

また、そのうち、特別な支援

 直近３年間の利用状況は、

別紙３「清水口保育園利用状

況」を御確認ください。 
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 質問事項 質問内容 回答 

を要する児童の在籍状況をご

教示ください。 

 各年度の特別な支援を要す

る児童の在籍状況は次のとお

りです。 

 令和５年４月  ９名 

 令和６年４月 １６名 

 令和７年４月 １１名 

 令和８年４月 １０名 

１４ 地域子育て

支援拠点事

業について 

地域子育て支援拠点事業に

ついて、開設日数や加算事業

等について提案事業者で設定

が可能でしょうか。可能な場

合、週５日で常勤２名配置を

した場合の補助額上限の受給

を見込む形で支障はないかご

教示ください。 

募集要項の別添１「白井市

立清水口保育園民営化に当た

っての条件」５ページに記載

している現在の実施状況を最

低基準として、それを超える

設定をすることは可能です。 

事業の委託料の設計は、子

ども・子育て支援交付金の補

助基準額の範囲内で行うこと

を想定しています。 

１５ １号認定児

童について 

１号認定の受入れ時間や春

休みなどの設定、利用料金な

ども自由に設定が可能でしょ

うか。また園服などの設定も

可能かご教示ください。 

１号認定の受入れ時間や春

休み等の設定、利用料金等は、

運営事業者の提案を基に、市

と運営事業者の協議の上で決

定します。 

園服の設定を禁止する条件

は設けておりませんが、現在

清水口保育園では園服を導入

していないことを踏まえ、民

営化後３年間は保護者が任意

で選択できるようにする等の
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 質問事項 質問内容 回答 

配慮をお願いします。 

１６ 課外活動に

ついて 

正課指導とは別に課外指導

などを専門事業者に委託し導

入する事は可能かご教示くだ

さい。 

可能です。 

１７ 実施する事

業について 

一時保育、子育て支援セン

ター、こども誰でも通園制度

の常時配置人数及び資格要件

があればご教示ください。 

現在の資格者(資格の種類)

及び常勤、非常勤の在籍人数

をご教示ください。また、上記

３種事業に配置する職員は日

によって事業間を行き来した

勤務は可能かご教示くださ

い。 

・各事業の職員配置基準及び

資格要件は次のとおりで

す。 

【一時預かり事業】 

 保育所等と同様の配置基準

です。ただし、児童数に関わら

ず、二人以上の職員を実施場

所に配置してください。 

【地域子育て支援拠点事業】 

 専任の職員を二人以上実施

場所に配置してください。 

【こども誰でも通園制度】 

 一時預かりと同様です。（な

お、現在は地域子育て支援拠

点事業と一体的に実施してい

ます。） 

・職員配置につきましては、 

別紙１「令和８年度清水口

保育園人員配置状況表」を

御確認ください。 

・職員を日によって事業間を

行き来した配置とすること

については、各事業におい
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 質問事項 質問内容 回答 

て実施要項等に定める配置

基準等を満たしていること

を前提として、各事業の実

施に支障がない場合は可能

です。 

１８ 職員配置に

ついて 

「認定こども園における職

員配置に係る特例について

（平成２８年４月１日付府子

本第２４６号、２８文科初第

５１号、雇児発０４０１第３

２号）」の適用に関する市の方

針を御教示ください。 

 原則として、本通知に示さ

れているとおりの運用として

おり、市独自での規定等は設

けておりません。 

１９ 事業実施の

準備につい

て 

児童発達支援事業を別棟で

行う場合、必要設備(相談室や

事務室等)を本館と共有する

ことは可能かご教示くださ

い。 

法令等に定める設備基準を

満たしていることを前提とし

て、各事業の運営に支障の無

い範囲で共用は可能です。 

２０ 施設設備に

ついて 

登降園システムは、現在使

用しているシステムを継続と

なるかご教示ください。 

市で指定するシステムはあ

りません。システムを使用す

るか、登降園システムを使用

するかどうか、またどのシス

テムを利用するかは、運営事

業者の判断により御検討くだ

さい。 

２１ 様式2-5 

収支計画書

について 

収支計画書において、こど

も園及びすべての事業を指定

の様式で合算して作成する

か、事業ごとに作成するか、ま

収支計画書は、認定こども

園の事業について作成、提出

してください。（他の事業の収

支計画書の作成、提出は、不要
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 質問事項 質問内容 回答 

た、事業ごとに作成する場合

は、すべて指定の様式で作成

するか、ご教示ください。 

です。） 

２２ 申請可能な

補助につい

て 

保育体制強化事業・ICT化推

進等事業・保育所等改修費等

支援事業・保育所等における

性被害防止対策に係る設備等

支援事業などの補助金は申請

が可能かご教示ください。 

現時点でこれらの補助を実

施する予定はありませんが、

必要性等を踏まえて適宜検討

を行います。運営事業者選定

後の協議において御相談くだ

さい。 

２３ 移管後の定

員 

２号認定、３号認定で１０９

名となっており、1 号認定が

『市との協議により決定』と

ございます。 

収支を作成するにあたり、『定

員』が定まっていないため、公

定価格、処遇改善費等の収入

面の見通しがたたずにおりま

す。 

１号認定部の年齢ごとの想

定定員はございますでしょう

か。 

１号認定の定員設定につい

ては、事業者の自由提案とし

ます。（市で基準等を示す予定

はありません。） 

 なお、参考までに既存の市

内私立認定こども園の１号認

定の定員は、１０名程度とし

ている施設が多い状況です。 

２４ 補助金 補助金の算定にあたり、公定

価格×（年齢毎）定員数でしょ

うか。それとも公定価格×（年

齢毎）園児数でしょうか。 

＊市町村により定員数、実園

児数と別れる為、確認 

白井市私立保育園等運営費

補助金の運営費補助事業につ

いては、各月初日の在籍児童

数×補助単価での算定となり

ます。 

その他の補助金につきまし

ては事業ごとに算定基準が違
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 質問事項 質問内容 回答 

うため、詳細につきましては

各補助金の交付要綱を御確認

ください。 

２５ ＡＥＤ ＡＥＤはリース物件でしょう

か。 

ＡＥＤは、市がリース契約

により設置しています。 

 民営化後のＡＥＤの設置に

ついては、市と運営事業者で

協議するものとします。 

２６ 納税証明書

について 

国税又は地方税に未納がない

ことの証明（必要な税目に対

する納税証明書：直近のもの）

とありますが具体的にはどの

書類が必要でしょうか？ 

税務署で発行する「納税証

明その３の３（「法人税」と「消

費税及地方消費税」に未納の

税額がないこと（法人用））」を

提出してください。 

２７ 納税証明書

について 

国税はその３の３（法人用）で

しょうか？ 

お見込みのとおりです。 

２８ 納税証明書

について 

地方税について東京都では未

納がないことの証明自体がな

いため何の税に対する納税額

でお示しすればよいでしょう

か？ 

必要な税目は、以下のとお

りです。 

・法人事業税 

・特別法人事業税 

・法人県（都）民税 

２９ 納税証明書

について 

法人事業税、法人都民税の納

税額についての証明書でよい

でしょうか？ 

国税については質問２６、

地方税については質問２８を

参照してください。 

３０ 残高証明書

について 

証明金額の下限はありますで

しょうか？ 

決算書の預金残高と、金融

機関の残高証明書が一致する

ことを確認するために提出を

お願いするものです。預金残

高ゼロの口座は不要です。 
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 質問事項 質問内容 回答 

３１ 要項、 

選定方法二

次審査 

プレゼンテーションの参加可

能人数を教えてください。 

５名以内とします。 

３２ 別添1、 

事業実施に

係る市及び

保護者の費

用負担 

一時保育について、令和７年

度の利用者人数を教えてくだ

さい。 

 令和７年度の一時保育の利

用者人数は次のとおりです。

（延べ人数） 

０歳児 ３０１人 

１歳児 ３１１人 

２歳児 ３４６人 

３歳児 １７９人 

４歳児 ２２人 

５歳児 １４人 

３３ 別添1、 

事業実施に

係る市及び

保護者の費

用負担 

子育て支援センターについ

て、令和７年度の利用者人数

を教えてください。 

 令和７年度の子育て支援セ

ンターの利用者人数は次のと

おりです。（延べ人数） 

こども  ２，６８５人 

保護者  ２，５４２人 

開所日数 ２６６日 

３４ 現状につい

て 

それぞれの年齢の在園児の人

数と、保育士の人数を教えて

ください。 

別紙１「令和８年度清水口

保育園人員配置状況表」及び

別紙２「清水口保育園利用状

況」を御確認ください。を御確

認ください。 

３５ 配置人数 白井市で定めている配置人数

等があれば教えてください。 

保育士等の配置基準につい

ては、市独自の基準はありま

せん。 

３６ 募集要項、 

施設の概要 

（民営化後に）施設や設備の

改修を行う事は可能でしょう

 民営化後の施設や設備の改

修については、市と協議の上
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 質問事項 質問内容 回答 

か。 

可能な場合、保育園運営期間

中になりますので、注意すべ

き点等ありましたら教えてく

ださい。 

実施可能です。 

 現時点で具体的な注意事項

はありません。園が継続的に

運営できることを前提に実施

方法を御検討ください。 

３７ 民間移管、こ

ども園移管

に関する保

護者のご意

見 

保護者説明会の議事録、質問

等教えてください。 

「しろい保育みらいビジョ

ン（素案）説明会」での説明の

動画及び質疑応答一覧等を市

のホームページで公開してい

ますので、そちらで御確認く

ださい。 

【市ホームページ】 

 

３８ 重症心身障

害児施設の

併設につい

て 

施設内で重症心身障害児対象

の児童発達支援を併設して実

施することは可能でしょうか 

可能です。 

 

３９ 引継ぎにつ

いて 

職員の引継ぎ計画等ありまし

たら教えてください。 

例）引継ぎスケジュール、配置

職員等 

運営候補事業者選定後、市

と運営事業者の協議により決

定します。 

（令和８年４月２７日） 


